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本研究では、フランスにおける20世紀初頭の田園都市の典型的な例としてパリ郊外シュレンヌ市田園都
市を対象とし、セーヌ県低廉住宅公社の議事録と、シュレンヌ市博物館所蔵の住宅平面図をおもな資料とし
て分析したものである。その結果、中層集合住宅が主体となったという単純な事実のほかに、フランス特有の
制度的な枠組み、建設主体の理念や組織内でのさまざまな議論、土地取得や建設事業のための予算処
置、住宅タイポロジー、などが判明した。近年、イギリスや日本だけでなく田園都市の世界的広がりを示す研
究成果が多いなかで、本研究はそのフランスの文化や社会的背景を反映したひとつの例の特殊性を明らか
にしたと考える。
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1.シュレンヌ市とその田園都市

シュレンヌ市はパリ市郊外の西南方向にある。20世

紀初頭、パリの人口増加にともない、都市域が拡大し、

郊外が成長した。この市も人口は1901年から1921年ま

でに倍増し、1万9000人となった。住居、インフラ、社会

施設の建設が急務となった。しかし郊外では都市基盤

施設などが不十分であり、都心との格差、自治体間の

格差が顕著であり、おおきな問題をはらんでいた。

この地にフランスで最初の田園都市のひとつが第一次

世界大戦後に建設された。それはイギリスの田園都市

運動をモデルとしながらも、その住宅建設・供給システム

も、建設されたフィジカルな姿も、かなり異なるものであっ

た。公的介入路線によって実現された、低層連続住宅

と中層集合住宅の混在したものとなった。

本稿ではその建設の経緯、その背景の理念、建設さ

れた住宅タイポロジーを、建設主体であるセーヌ県低廉

住宅公社の議事録と、シュレンヌ市博物館所蔵の住宅

平面図をおもな資料として分析する。

2.フランス近代における住宅供給の歴史

まず背景として、住宅供給政策について概説する。1

9世紀から20世紀への変化は、民間主体から公的介入

へのパラダイムシフトであった注1)。

19世紀、労働者住宅は民間開発業者、工場経営者、

慈善団体、その他の民間団体によって供給されていた

低廉i住宅(HBM=Habitat1。、コ8b。、?Mar・カ6)は慈善金や

民間資金にたよっていた。最初の低廉住宅協会は1889

年に設立された注2)。低廉住宅協会とは、ショエとメルラ

ン注3)の定義によれば、有限責任会社、共同組合、財団

といったさまざまな形態の組織である。労働者に低廉な

住宅を提供するとともに、労働条件、家族政策、道徳的

宗教的な諸価値を振興し、社会的調和を計ろうとした。
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しかし住宅危機はますます深刻になり、19世紀の終

わりから公的介入の必要性が叫ばれるようになった。

1906年、民間投資がほとんどゼロとなったのをきっかけ

に、公的介入の仕組みが整備されはじめる。

1906年のストロース(Strauss)法注4)。この年、元老院

議員ポール・ストロースは、地方自治体も住宅供給に参

入できる法案を成立させた。この法律によれば、地方自

治体は低廉住宅協会と共同できる。当時は地方自治体

の時期であったとされている。投資は自治体からであっ

たからだ。

1912年のボヌヴェ(B。nnevay)法注5)。家賃が統制され、

低廉住宅協会が法的に定義され、国から融資されうる

低廉住宅公社の創設が認められた。とりわけ市町村が

みずから住宅建設を促進することが認められた、すなわ

ち、市町村や県は低廉住宅を建設するための公社を持

つことができるようになった。

以上は地方公共団体の介入だが、さらに政府も介入

するようになり、公的介入はますます強化され、民間の低

廉i住宅事業にとってかわるようになる注6)。

1919年10月24日の法律。「多人数家族注7)」のため

の集合住宅なら、全建設費の三分の一まで国から借り

入れられる。全国規模では、国は2.5%の金利で3億フ

ランまで貸すことができる。この法律にしたがって多くの

低廉住宅公社が設立された。1919年にはカン、1920年

にはリヨン、1921年にはグルノーブル、サンテチエンヌ、

1922年にはブレストで設立された。

1921年2月26日の法律。総建設費の85%を低利で

政府から借り入れられる。しかし総額で500万フランであ

った。

1928年7月13日の法。ルシェール(Loucheur)法と呼

ばれる。政府が、2%の金利で建設費の90%まで融資

する。この法律によって中流階層のためのいわゆる「中
間家賃住宅habitati・naloyermoyen」6万戸の建設が決

められた。公社はこれによって、かならずしも労働者だけ
ではない、新しい居住者のための家賃のより高い、広い

住戸を建設できるようになった。政府は5年間で、さまざ
まな低廉住宅協会に融資し、20万戸を建設するため、

112億フランの投入を決定した。

3フランスへの田園都市理念の浸透

マグリ(Magri)によれば、ブノワ・レヴィ(Ben・itLevy)が、
イギリスの例にもとつく田園都市理論をフランスに紹介し

た最初の人物であった注8)。レヴィは1904年に『田園都
市Lao傍ノ∂r曲』を、1905年に『アメリカの田園都市Les

 疏65ノ∂rゴノ加d'Amθriquθ』を出版する。彼は産業と連携し
て田園都市を建設し、労働者階級の人々が住宅を所有
できるよう振興しようと考えた。彼はまた1904年に「フラン

ス田園都市協会1'Ass。ciati。nFrangaisep。urles

cit6sjardins」を設立した。民間投資を獲得できなかっ

たので、彼は大規模建設には着手できなかったが、フラ

ンスと公社への影響は大きかった。

4田園都市の推進者アンリ・セリエ

1913年、社会主義の政治家アンリ・セリエ(Henry

Sellier,1883-1940)注9)はセーヌ県議会に低廉住宅公

社を設立することを提案した。議会は1915年7月18日

のデクレにより「セーヌ県低廉住宅公社OfficePublic

d'HabitationsaBonMarch6dud6partementdela

Seine」(以下に「公社」)を設立した注lo)。

公社はセーヌ県における住宅危機を緩和すべく、

1920年から1939年までにパリ郊外に、シュレンヌ、プレ

シ・ロバンソンなど15の田園都市を建設した。

セリエはこの公社の初代の指導者(以下にのべる「管

理評議会」の議長)となった。しかも彼はそのほか、さまざ

まな公職についていた。セーヌ県議会の予算報告係長

(1915年)であり、シュレンヌ市長(1919年以降)としてそ

の最初の田園都市に尽力し、セーヌ県議会議長となり

(1927年)、そして厚生大臣となった(1935年)。彼は国

/県/市町村の3つの行政レベルのそれぞれで重要な

ポストを占めていた。自治体と国政の橋渡しができる立

場であった。

5.地方分権化という文脈

フランス革命以降の中央集権体制では、自治体には

さほどの自律性はなかった。しかし第三共和制から、県

や市町村の権限は大きくなった。いわゆる「自治体運

動」を生んだ地方分権化注11)が促進された。1871年以

降、これら地方公共団体は共通法(droitcommun)のも

とで機能するようになった。さらに1884年の法により、市

町村には自治権がもたらされた。市長などを住民による

公選で選べるようになった注12)。

こうした枠組みのなかでセリエは県レベル重視の政策

をとった。カトリーヌ・ビュルランによれば、市町村の歳入

は消費税にもとついているので、財政的な自立性はあっ

たが、パリなど豊かな自治体と、その周辺の貧しい自治
体との対比はますます鮮明になり、後者では新しいイン

フラを整備することが必要となった注13)。

セリエは、こうした孤立した市町村は独自に合理的に

発展する能力はまだなく、県レベルで方針をあたえて指
導すべきであり、そのことよってパリ都市圏の発展をコント

ロールすべきであると考えた削4)。1913年、セーヌ県議

会において、セリエが「県の介入は、民間の、市町村の、

そして市町村間のイニシアティブを調整し喚起するため

に必要であり、またイギリスやアメリカの田園都市の手法

にならった、郊外における労働者住宅供給を振興するた

めにも必要である注15)」として県こそが民間と自治体の住
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宅供給を調節すべきであると提案したのは、それゆえで

あった。

6公社の土地獲得・建設のための財政

6.1管理評議会とその理念

公社における決定部局は「管理評議会Conseil

d'Administratlon」であった。本論ではおもにその議事

録から公社の取組みを読んでゆく。パリ郊外の田園都市

はある特定の社会階層のためのものではなく注16)、勤労

階層のなかのさまざまな階層のためのものであって注17)、

都市のなかに社会サービスをもたらそうという新しい理念

に基づいていた。

評議員は、県の後見のもとに指名される。1922年の

時点で、委員会には県知事から任命された6人、県評

議会から任命された6名、低廉住宅理事長委員会とセ

ーヌ県民生委員会(Pr6v。yanceS。cialedu

d6partementdelaSeine)に任命された2名、共済組合

(BureaudesSoci6t6setUnionsdeSoci6t6sde

SecoursMutuels)に任命された2名、「貯蓄金庫Caisse

d'6pargne」の理事長に任命されたユ名、労働組合連合

に任命された5名、からなっていた。ひとりの委員が、いく

つかの委員会を兼任することもできる。

議事録では「田園都市cit6-jardin」なる用語は、

19ユ6年7月10日の会合が初出である注18)。

1919年の議事録から事業の全般的な目的が読める。

そこでセリエは「ようするに公社の目的は、効率的で体系

的な開発をおこなうことであり、セーヌ県を合理的に成長

させることであり、パリ内への人口集中と郊外の混乱を矯

正することである。そのためにもっとも廉価に、公社の土

地のうえに建設し、美的そして衛生的な条件を完全に

満たし、最善の快適性を提供する田園都市とする。田

園都市はおもに、戸建住宅かセミデタッチトハウスからな

り、さまざまなその土地の建築タイプに適合し、自然の美、

多様な景観、線の調和を尊重し、建物の高さを制限し、

最適な方位を選び、日照、菜園を保証し、フランスの慣

習にできるだけ完全に適合しようとする…注19)」と指摘し

ている。すなわちパリ首都圏の均整のとれた発展のため

に、環境の良好な郊外に低層で低密な住宅を建設する

という考え方である。

議長セリエにとって田園都市は社会改善のためのツー

ルでもあった。彼は1921年「私たちはまた、合理的な

平面を、より人間的な居住条件を促進することで飲

酒、結核、失業そのほかの社会的困難と戦う。rコ

ミュニティにおける生活を組織し、通常は富める人

びとだけに与えられるものを、あらゆる人びとに提

供するという望みなのである』注2°)」と指摘してい

 る。

ゆえに田園都市は、労働者の健康、生活環:境、コミュ

ニティ生活を向上させるための運動であった。また社会

党が社会的団結を推進するための手段であり、ときには

田園都市は「完全な社会的細胞cellulesociale

complさte」と呼ばれた注21)。
6.2公社の土地取得政策

セリエはユ901年にドイツに留学していたこともあり、フ

ランクフルト、フライブルク、マンハイムなどでは市域の3

分の1から2分の1を公有し、将来の開発のために保留

するという土地公有化政策を知っていた注22)。しかしフラ

ンスではこうした政策は皆無だと批判した。1916年7月

IO日の議事録によれば「セリエは、パリ市もセーヌ県も非

常にいい条件で土地を公有化するための土地政策をこ

れまでもっていなかったことを嘆いた。セリエは、土地を

今日使う必要がないにしても、今土地買収のために投

資すれば利益をもたらすものとなろう、と信じた。セリエは、

公共交通機関が発展して土地の価格が上昇するので、

できるだけ広い土地を買収すべきであると指摘した注

23)」。

戦争はパリ周辺の土地を廉価に獲得する最後の好

機であった。戦後インフレが発生することが予期されたの

で、公社は地価上昇から利益を得ようとした。

1916年7月10日の議事録によれば、土地の検討が

議題となっており、土地はその地質、標高、衛生上の地

質、近隣条件、そして地価などを基準にして選ばれるで

あろう、と記されている。

セリエ自身も「どの敷地かといえば『方角のよい、起伏

のある土地、公園、高台』となろう注24)」と述べている。

1916年12月20日、セーヌ県議会は、県内に土地を

買収するため1000万フランを公社に交付した注25)。この

段階では、資金を提供したのは県のみであった。これは

土地のためで、建設費は白紙であった。

公社は土地選択のために現地を視察した。1917年3

月26日の議事録によれば、同じ年にシュレンヌ、シャト

ネ・マラブリ、シャンピニでの視察が報告されている注26)。

第一次世界大戦中、建設労働者と建設材料が不足

していたので、公社は田園都市の建設に着手できなか

った。公社は、当初の社会的目的にできるだけ近い用

途のために、土地を利用した。たとえばプレシ・ロバンソ

ンでは、土地の一部をアメリカ赤十字に貸し、戦争の被

災者のための病院が建設された注27)。

前述の1917年3月26日の議事録によれば、公社の

資金はすべてセーヌ県議会から与えられたものである注

28)(表1)。さらに1917年7月4日の議事録によれば、

歳出と歳入のバランスはとれていた(表2)。土地は、県

からの1000万フランの交付金ですべて獲得された注29)。

戦争中に獲得した土地のほとんどはパリ郊外の田園

地帯である。土地は森、公園、城郭の敷地などに近く、

ランドスケープの条件はよい。敷地面積はユ0から65ヘク
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タールであり、地価は、総額で50万から280万フラン、

平方メートルあたりで3から9フランである。1933年の時

点で、セーヌ県内のそれぞれの敷地で、10数箇所のプ

ロジェクトが進行中であった(図2)。

表11818年までの公社の歳入(1917年3月26日の議

事録より)

   財源年月日歳入額

   セーヌ県議会1914年7月1日15万フラン

   セーヌ県議会1917年3月26日1,000万フラン

表21918年までの歳出(1917年6月4日の議事録より)

  公社人件費3,000フラン

  管理等諸経費1,000フラン

  家具その他諸経費1万5,000フラン

  交通費1,000フラン

  土地視察・検討、建設計画策定費5万フラン
  予備費5万フラン

  満期以前債権譲渡22万2,795フラン

  不動産買取り1,020万フラン

  合計1,054万2,795フラン

6.3住棟建設のための財源

まず県からの資金提供としては、県議会は、1919年7

月9日の議会で、1700万フランを、セーヌ県低廉住宅

公社に交付する決定をした注3°)。公共交通施設のちかく

に土地を確保し、兵士復員のために緊急の必要が生じ

たことに対処して600戸の住宅を建設するためであった。

県からのこのような要請があったように、公社は県から要

請を受ける立場であり、組織として完全には自律的でな

かったことを示している。

しかし建設費のほとんどは政府からか、実質的に政府

の金融機関からであった。議事録にはその金利と毎年

の返済額が記されている。また前述のように1928年のル

シェール法をもって、国からの財政援助は完成する。そ

れが一時期、建設を加速させたのは事実である。しかし

1929年の経済恐慌は、1931年にフランスに波及した。

1934年から住宅供給のための資金提供はきわめて厳し

い状況となった。

第二次世界大戦前の低廉住宅公社の全建設費用
は1億9468万9912フランであり、このうちの90%は2～

3%の低い金利で融資されたものであった注31)。

6.4公社の財政における問題点と赤字

1928年のルェール法に先立って、公社は1923年に

はじまる深刻な財政危機をかかえていた注32)。この時期

になると県からの資金提供もほとんどなくなっていた。公

社の財政危機、あるいはより全般的に低廉住宅協会や

公社のそれが、ルシェール法の制定をうながしたというこ

とも考えられるが、直接関係があったということは議事録

からはうかがわれない。しかしセリエはさまざまな行政レベ

ルで活動していたので、関連があったとしても不思議で

はない。

ルシェール法と国からの融資があったにもかかわらず、

建設費が高騰したので、公社の財政はっねに赤字であ

った。1937年5月15日の県と公社のあいだの議論によ

れば、赤字はすべて県が埋めることとある注33)。

そののちも赤字は続いた。たとえば公社が1947年に

出版した広報によれば、1946年にかんしては、総支出

1305万3189フラン、総収入849万5000フランで、赤

字額は455万8189フランに達した注34)。

6.5シュレンヌ市田園都市の財政

セリエはシュレンヌ市長でもあったので、シュレンヌ市

田園都市は、公社の当初の理念をもっとも忠実に反映

していると考えられる。

土地については、実際的な困難が多かった。敷地は

シュレンヌ市とルイユ市にまたがっており、そこには零細

な地主が多くいた。最も広い土地を所有していたのはア

ール(Harres)氏であった。彼は総面積17.79ヘクタール

を所有していたが、それは22ブロック、570筆にわかれて

いた。彼のほかには100の異なる地主がいて、250筆、

合計13ヘクタールを所有していた注35)。

住宅建設については、1919年10月以降の議事録で

触れられている(1条,2条,3条;45頁)。多人数家族

のための住居群が建設されること、総コストは810万フラ

ンに見積もられること、が指摘されていた。公社は、総建

設費の三分の一を国からの補助金で、三分の二を寄託

供託金庫(CaissedesD6p・tsetC・nsignati・ns)からの

融資で建設しようと、そのように要求した。寄託供託金庫

は公共の融資機関であるが、その財源は勤労者貯蓄で

ある。政府は、この寄託供託金庫を介して、低利で公社

に融資したのであった。

ルシェール法以後である1933年の、公社の「出版・記

録室」が出版した資料には、その年までの累計の数字が

記載されている。それによれば政府からの資金の90%は、

寄託供託金庫を介しての融資であった(表3)。

表3シュレンヌ市田園都市建設の財政。『シュレンヌ田
 園都市建設の初段階Lθs訪∂pθ5dθノa・。nstru・ti。ndθ
 ノa・ノ66/ardindθSurθsllθs』公社(OPHBM)、出版・記
録室(servicededocumentationetdepropagande),
1933年、106頁。

  住戸数一1,205　

  建設費2億フラン

  寄託供託金庫からの融資1億8,000万フラン企125%
  国からの補助金2,000万フラン
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7建築・美装委員会

7.1委員会の構成と目的

公社の管理評議会の下には、それを補佐する5つの

委員会があった。出版・記録委員会、財政委員会、法

制委員会、そして賃貸委員会、そして1917年の理事会

の決定にしたがって発足した建築・美装委員会

(Commissiond'Archite(加eetげEsth6tique)である注36)。

委員長はフステール(Fuster)であった。委員のなかに

はアガシュ(Agache)やレジェ(Leger)といった建築家、

フステール(Fuster)らの大学教授、セリエという理事会

のメンバー、低廉i住宅協会「進歩」(S。ci6t6

d'HabitationaBollMarch6"leProgres")の理事長デ

ュフールマンテル(Dufourmantelle)がいた。委員会はほ

ぼ月に一回開催され、議事録が記録された。

建築・美装委員会の目的である注37)。

一公社がすでに獲得した土地の開発をスタディする。

一それぞれの田園都市プロジェクトを担当する主任建築

家を選ぶ。

一建設プロジェクトのそれぞれの部分についてコンペを

組織する。

一スタディの部門を創設し、そこに近代都市計画にっい

ての情報を集中的に集める。

セリエによれば「それぞれの田園都市について詳細な

プログラムを合議して決めるよう委員会は組織された」。

公社には田園都市の監督建築家がいた。プレシ=ロバ

ンソン(PユessisRobinson)田園都市にはペレ・ドルタイユ

(PeyretDortail)、マラブリ(Malabry)はバソンピエール

(Bassompierre)、アルフヴィドソン(Arfvidson)、リュット

(Rutte)、シュレンヌにはメストラス。彼らは、セーヌ県低

廉住宅公社の理事会あるいは建築・美装委員会からの

示唆にあわせて、田園都市の計画を遂行しなければな

らなかった。

7.2土地と住宅にかんする1918年の議論

まず土地所有の形態について。1918年11月18日の

議事録によれば、セリエは「公社は、イギリスの田園都市

がなした経済的そして社会的な利点と同じ質のものをも

たらそうとする野心はもはやなかった注38)」と指摘した。こ

うして「公社の田園都市のコンセプトと実現はいくぶん違

ったものとなった。あらゆる種類の土地投機を回避させる

ことは不可欠となった」。公社が民間にその土地の一部

を払い下げる場合も、その各筆には厳しい規制が課され、

田園都市の美観が損なわれてはならなかった。

さらに戸建か集合住宅かという選択にっいて、同じ

1918年11月18日の会合で議論がなされた。やはり議

事録によれば、セリエは「私たちは(中層の)集合住宅の

欠陥も知っているが、人口の一部は流入してきた労働者

たちであり、そこから生じる必要性にっいても考慮しなけ

ればならない。こうした階層の人びとは安定した居住場

所を求めようとはしない。個人の庭を必要としないし、家

具も多く所有していないし、勤務する場所や、家族の場

所の近くに居を構えてもらいたいと望んでいるだけだ。適

切な場所に位置する適切な広さであり、民間セクターの

住宅よりは質の高い、機能的な住居を彼らに供給するた

めに、公社はそうした必要性を満たさなければならない」

と指摘した。中層集合住宅やむなしの意見である。

レジェはそれに反対した。「セーヌ県低廉住宅公社は

集合住宅の建設を回避しなければならない。なぜなら

(民間業者にとっての)良いお手本を示すことができなく

なるし、これまでなされてきた失敗をくり返すことになるで

あろうから」と述べて、集合住宅建設に賛成なのか反対

なのかはっきりするよう委員たちに迫った。

委員長の結論は「集合住宅は欠点も多いが、適切に

設計されれば、公社の目的の多くを満たすものとなるだ

ろう」。彼は幾っかの利点をあげた。環境、方位、住戸の

レイアウト、コミュニティ空間などに注目すれば、戸建や

セミデタッチドにくらべ集合住宅はより優iれている。彼は

「この種の住居はあらゆる人びとに適合するライフスタイ

ルを提供するものではないが、自分で住居をメンテナン

スする気のない人びとにはあっているだろう注39)」

以上は、当初は郊外の田園都市では接地型の低層

住宅が好ましいことが大前提であるが、どこまで妥協して

中層住宅を許容できるかという議論として読める。実際、

初期は低層と中層とが混在していたが、委員にとっては

イギリス型の理想がフランスでは完全には実現できないと

いう妥協が当初からあったことを示している。

7.31919年の法律のインパクト

そうしたなかで1919年3月31日の法律が制定された。

この法律は、県が土地を取得し、そこを開発し、個人や

労働者たちに転売することを振興するものであった。さら

にその第9条は、貸付にかんするもので、フランスの労働

者住宅の建設を振興するために、2%の金利で総額

4000万フランを融資しようというものであった。こうした政

府からの助成は、基準となる条件を満たせば、地方公共

団体、低廉住宅公社、低廉住宅協会、低廉住宅団体、

慈善団体、介護団体、病院などが利用できた。

建築・美装委員会は、この法律を検討した。田園都

市は半民間的か、公共的なものか、この段階では決め

かねていた。1919年、物価はインフレ傾向で、経済状況

はおもわしくなく、委員たちはさまざまな財政システムの

可能性について議論していた。政府との協調を主張す

る委員もいれば、産業との協調をいう人びともおり、19世

紀的な慈善事業をしようとする者や、戦後のアメリカから

の援助をあてにする者もいた。田園都市プログラムの策

定が目的であった公社であったが、財政面の不確定性

のゆえに、それを遂行することはできなかった。

19ユ9年4月11日の会合では、委員会はこの新しい法

一59一 住宅総合研究財団イUf究論文集No.31,2004年版



律を含め、法律を検討した。まず1906年の法が言及さ

れた。セリエによれば、この法律が効力をもちはじめた

1906年から、建設費は高騰し、低廉i住宅を供給するた

めの法制はほとんど効力を失った。1906年法は、家賃

に上限をもうけたが、この上限はあまりに低かったのであ

り、そのため田園都市の財源は危ういものとなったことを

指摘した。ゆえに1912年のボヌヴェ法により修正される

こととなったが、さらにこの1919年の新しい法制が必要

であると彼は結論づけた注40)。

シュレンヌ市田園都市の場合、建設費の三分の一は

政府からの助成金であり、三分の二は寄託供託金庫か

ら金利4.5%で融資を受けた(5,5節参照)。

この委員会の議事録は1923年で終わっているが、委

員会そのものが存続したのか、そこで廃止になったのか

は資料からは判断できない。ゆえにルシェール法(1928

年)のインパクトはこの側面では不明である。

8シュレンヌ市田園都市の概要

8.1地理的条件

田園都市の用地は、戦争中の1915年に県の低廉i住

宅公社が買い取った。敷地の一部は、近隣のルイユ

(Reuil)市にまたがっていた。すぐ北にはヴァレリアン丘

(MontVaユerien)の要塞があり、南に面してはサンークル

競馬場、さらにその先がセーヌ川であった。帝政時代、

土地は国のものでラ・ブイユーズと呼ばれていた。

最寄りの鉄道駅ロンシャン駅までは1キロである。近年

ではラ・デファンスまで路面電車が建設された。旧道であ

る「大幹線道路leChemindelagrandec・mmunicati・n」は

今は「ジャン・ジョレス大通り1'avenueJeanJaures」と呼

ばれ、田園都市の北を区切っており、サン=クルーとナ

ンテールに向かう。

セーヌ県低廉住宅公社が構想した田園都市は、人

口1万人、中流の下と中の階層で、単身者をふくむあら

ゆる家族構成を対象としていた。田園都市には学校、衛

生センター、スポーツ施設、文化施設などが整備されて

いた。

8.2担当建築家

建築家アレクサンドル・メストラス(Alexandre

Maistrasse,1860-1951)は田園都市プロジェクト以前に、

すでにパリ市の住宅供給や学校、病院、兵舎など公共

施設の仕事をしていた。パリのトルソ(Tr・usseau)病院と、

北フランスのズイコト(Zuydcoote)結核療養所らである。パ

リ市低廉住宅公社の集合住宅として建設したものとして

は、15区エミール・ゾラ大通りなどである。彼は、公社の

建築・美装委員会に要請され、田園都市のデザインを

担当した。イギリス田園都市におけるレイモンド・アンウィ

ンの経験を参照して、アーツ・アンド・クラフト運動が提唱

した地域主義的な美学をとりいれた。

1927年、建築家ジュリアン・クォニアム(Julien

Quoniam)が担当建築家となる。

1938年、プレ・サン・ジェルヴェ田園都市を担当して

いたフェリックス・デュマイ(F61ixDumail)がシュレンヌで

いくつかの建物を担当した。

第二次世界大戦問、建設は頓挫し、1948年にやっと

戦後初の建物が完成した。1942年の空襲で一部が破

壊された建物は、1956年に建築家バザン(Bazin)が再

建し、現在の田園都市を完成させた。

8.3マスター・プランについて

4枚の時期の異なるマスター・プラン(図1～4)が残さ

れている。時代が下がると、デザインも変化していった。メ

ストラスは1917年から計画を策定しはじめ、1918年に最

初のプランを完成させた。このプロジェクトはイギリスの影

響が顕著で、たとえばクレッセントなどが計画されていた。

ただしこうした顕著にイギリス的な特徴は、のちの計画案

では消えてしまう。後期になると、左右対称と真っ直ぐな

軸線というフランスの伝統的なボザール的な造形が強く

なっている。

4葉のマスター・プランを経時的にみれば、低層住宅

がしだいに少なくなり、それに逆比例して中層住宅が多

く構想されていること、また学校、教会、劇場などの公共

建築がしだいに多くなっていることが顕著である。

イギリス的理念から出発しっつも、フランスの住宅供

給制度に適合していったわけだが、その変遷がそのまま

形態となってあらわれている。

全体はふたっの軸からなる。南北軸は、アンリ・セリエ

中学校とノートル=ダム=ドニラ=ぺ教会とその広場を

結ぶ線である。東西軸の一番奥にはジャン=ヴィラール

劇場がある。劇場をとりかこむ広場には、中層住宅がた

ち、その隅にはアーチのかかったアプローチがある。さら

に副次的な道路と歩行者道からなるネットワークがある。

環境的質としては、レオン・ブルジョワ公園は最も広く、

面積は10,200m2である。田園都市の周辺部には公園

があって、外との接点となっている。マザリク公園、ジャ

ン・ジョレス公園、ラ・ぺ公園らである。またそれらに面し

て公共建築が建てられている。中層棟間はセミ・プライベ

ートな公園となっている。低層住宅には個人の庭園があ

 る。

今回は十分触れられないが、全体住戸数に比較して、

学校、劇場など各種公共施設は非常に充実しており、

それらが田園都市をこえて地域の中核施設となることが

意図されていた。文化施設、教育施設を充実させて地

域のモラルを向上させようという意識があった。それは19

世紀的な社会的啓蒙の意識の残津であるとともに、20

世紀的な公共サービスの概念でもある。

8.4建設全般について

建設は、両大戦間は7期にかけてなされた。第1期
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図1マスタープラン(1918)、
シュレンヌ市田園都市展(1998)カタログ、
pp.25-27、以下同様。
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(1921～)、第2期(1927)、第3期(1930)、第4期

(1931)、第5期(1931～34)、第6期(1933)、第7期

(1936～39)である(図5)。ちなみにルシェール法は

1928年制定であり、これが建築にいかなる変化を及ぼし

たかが歴史的には興味深い。

都市基盤設備については、文献・資料の裏付けは得

られなかったが、ヒアリングでは当初から上下水、電気を

導くことが決定されていたということであった。

第1期で特徴的なのは、共同のバス・シャワー・洗濯

施設の存在である(図5で①の場所)。これは住戸ブロッ

クの中央にあった。22のシャワー、6の浴室、設備のとと

のった洗濯室があった。ここをコアとするコミュニティ形成

が目論まれたという点で、たとえばギーズ市のファミリエス

テールの理念の断片がみられるのであり、ひいては19世

紀のユートピア思想の残津であるといえる。

ちなみにこの建物は1984年になって職業斡旋所

(centerd'aideparletravail)となった。そして、前後して

なされた改修工事によってすべての住戸にシャワーが設

置された。

中層集合住宅はせいぜい5階建てであるが、人口の5

分の4はこのタイプに居住している。中層集合住宅のお

おくは主軸に面して建設され、低層住宅は副次的な道

に面している。中層集合住宅はT字型あるいはL字型の

ブロックプランで、道路と反対側に、中庭や小公園をつく

れるようになっている。低層住宅は、4戸、5戸あるいは6

戸からなる棟割り形式であるが、それぞれの敷地の面積

は約300㎡、各戸の建築面積は約50㎡である。前庭は

比較的狭いが、背後の庭は広く、家庭菜園が行えるよう

になっている。

つぎに住戸タイプがきわめて多様なことである。まず都

市建築として住棟のボリュームを決め、それから間取りが

きめられるからである。数種類のタイプを何戸供給するか、

という日本の方式とはことなっている。また政策として、さ

まざまな階層を混在させることが目指されたからでもある。

たとえば単身者、老人、芸術家のための住居も提供され

た。居間と夫婦寝室を両開きのドアで連続させて、パー

ティなどのために広い接客空間としてつかう、本論でアン

フィラード式とよぶタイプ(図ユ2)は、19世紀のブルジョワ
住居が起源である。芸術家用のアトリエ住居はたてもの

の最上階にあり、天井も高く、高窓から自然光を取り入

れることができた。

本研究では、シュレンヌ市博物館所蔵の住棟・住戸

平面図をすべて写真撮影し(図6)、CADソフトで清書し

なおし、約590戸を復元した。平面図が残っていない住

棟がある一方で、ひとつの平面図が数戸以上を代表し

ている場合もあるから、母集団との関係は明確ではない

が、代表例はほぼ網羅していると考えられる。

分析のための指標として、水廻り(図13)、LDK(図

14)、バス・シャワy-一一一・の設置状況、寝室へのアクセス、の4

点を設定した。ある住戸の分類はこれら4指標のクロスと

して読みとれるのであり、アプリオリにタイプが決まってい

るわけではない。

8.5建材などについて

伝統的な建材がもっともよく使用された。レンガ、オーク

材などである。こうした建材はメンテナンスも容易で、今

日でもいい状態を保っている。中層集合住宅のほとんど

はレンガ造で、壁厚は低い部分で45センチ、高い部分

で22センチである。階段はセメント造、手摺りは鉄製であ

る。その他の伝統的な材料、セラミック、花商岩、石灰石

(コンブラシアンcomblanchienとよばれる硬質の石灰)も

使われた。

デュマイ(Dumail)により建設された後期の建物では、

セメントと洗い出された丸石(pebble)で化粧されている。

構造壁はレンガ、床は鉄筋コンクリートであった。バザン

(Bazin)による最後期の建物は、間仕切りはスポレックス

社製ブロック、構造壁は鉄筋コンクリートでできている。

最初期の低層住宅は中空レンガでできていて、構造

壁は鉄筋コンクリートの軸組にレンガを充填したものであ

った。ファサードの化粧は、モルタル掃付け仕上げ(チロ

ル風塗り仕上げenduitalaTyrolienneとよばれる)であっ

た。これはパリ郊外という文脈では、希な選択であった。

床構造は松の梁でできていて、ドア枠はオーク材であっ

 た。

8.6低層住宅について

田園都市の理想である低層住宅は、第1から第4期ま

でであり、第5期以降は放棄されている。

以下、分析指標ごとに統計をとった結果である。

「水廻り」(図15)、「バス・シャワー」(図16)については、

第1期ではキッチンとトイレはあるが、バス、シャワーは基

本的にはない。共同バス・シャワー施設があったからであ

る。第2期は、ほとんどにバスが設置され、第3、4期はむ

しろシャワーが多くなる。また二階建てなので、一階には

キッチン、二階にバスやシャワーというかたちがおおい。

「LDKj(図17)によるタイポロジー分類だが、まず

DK(SC)型すなわち「広間sallecommune」タイプ(②と

③)が皆無であるのが特徴的である。広間とはコンパクト

なLDKともいえるが、実質的には19世紀後期の労働者

住宅を継承している(図11を参照)。それがないというこ

とは、19世紀モデルからの離脱を意味している。低層で

は、LDKがそれぞれ分節化されているタイプが大部分で

ある。ただしドア、両開きドア、廊下といった連絡のしかた

はさまざまな組み合わせがある。

「寝室」(図18)にっては、他の寝室を経由してアプロ

ーチするタイプ(①)は、第一期にこそ若干存在したが、

第2期からはすべて通路からアプローチするタイプ(③)と

なった。またLDKからアプローチする寝室はない。すな

一62一 住宅総合研究財団研究論文集No.31,2004年版



図12アンフィラード(enfilade)形式の住戸(中層)

図11広間(SaIleCommune)のある住戸(中層)
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図15水廻りのタイプ別(低層)
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図16バス・シヤワーのタイプ別(低層)
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図18寝室アプローチのタイプ別(低層)
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図19水廻りのタイプ別(中層)
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図20バス・シャワーのタイプ別(中層)
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わち低層住宅では、当初から、寝室のプライバシーを確

保しようとする傾向が顕著であった。ただしこれは個人の

プライバシーをただちに意味するものではない。ベッドの

配置からすれば、個室という発想はまだ希薄であったか

らだ。

8.7中層住宅について

「水廻り」(図19)による分類だが、まず第1期はキッチ

ンとトイレだけが散漫に配置されているK+T型がほとんど

である。第2期になると、シャワーがある例も若干あるし、

K/TやK/ST型、すなわち設備をコンパクトに配置しよう

という例が半数以上となる。さらに第3期より第7期まで

圧倒的多数をしめているのが、K(s)/ST(④、○印)であり、

キッチンのシンク、シャワー、トイレを一直線でならべて適

宜間仕切りで仕切るという合理的でコンパクトな、ほとん

ど設備コアと呼べるようなタイプである。これがシュレンヌ

の中層住宅の典型である。

そのなかで「バス・シャワー」(図20)の割合をみれば、

第1期は皆無である。共同バス・シャワーがあったからで

ある。第2期では半数以上の住戸に、第3期からはほぼ

全戸に設置されている。またバスの割合とシャワーのそれ

の合計が100%を越えているように、バスとシャワーの両

方とも設置されている住戸も若干はあった。設備にっい

ては1920年代から1930年代にかけて急速に意識が変

化したことをものがたっている。

「LDK」(図21)による分類では、中層住宅では低層の

場合とは違って、DK(SC)型(広間型、図11はその1例)

が多い(②、③)。第1期は半数以上の住戸にある。第2

期には、ベッドを設置した広間も20%ほど存在し、多目

的室というより純粋な広間のタイプに逆行しているとさえ

いえる。広間は第3期まで存続する。ユ9世紀的な労働

者住宅タイプはユ930年代初頭にまで存続した。

圧倒的におおいのはDKタイプだが、キッチンとダイニ

ングを、当初はアルコープ形式やドアーっで結ぶ例がお

おかった。後期になると、廊下を介在させて、独立させる

例がおおくなった。リビングのあるタイプは、さまざまな類

型があるが、全体からすれば一部分にとどまっている。

すなわち1930年代全般をとおしても、家族の団攣や

接客よりもむしろ、寝室を供給して多人数家族を収容す

ることが優先された。また逆に、伝統的にリビングはブル

ジョワ階級の接客空間であったことを考えると、労働者と

勤労者を念頭においた住宅供給のなかで、ブルジョワ型

が少ないにしろあったことに、社会的混在を考えたセリエ

の理念があるいていど実現されたと考えることもできる。

「寝室」(図22)の分類では、他の寝室からアプローチ

する例は、少ないとはいえ第2期まで残った(①)。LDK

からアプローチする例は、第1期は半数以上であり、

徐々に減少したとはいえ第6期まで残っている(②)。廊

下からアプローチする完全に独立した寝室は、第1期で

は半数ほどであり、徐々に数をのばし、第7期になってや

っと全戸にいきわたった(③)。すなわち寝室の独立にも
かなりの時間がかかっている。

9.結論

シュレンヌ市田園都市は、建設の経緯からすればフラ

ンス田園都市において例外的なものではなく、その典型

的なものであると位置づけられる。その田園都市理念は
イギリスに由来しているが、土地政策はドイツが参考とさ

れ、それらをフランス固有の住宅供給制度の展開のなか

で、統合したものである。

当初、イギリスの接地型低層住宅をめざしながら、国レ

ベルの住宅金融政策の確立と世界恐慌に直面して、途

中から中層集合住宅を中心とする方向に転換した。
住宅供給の方式としては、19世紀的な労働者問題

対策型から20世紀的なより普遍的な社会的サ・・一一・ビス型

への移行、19世紀的な民間主導から20世紀的な公共

的介入の路線への転換がみられる。

しかし実態としては、19世紀的な、労働者や低所得

層を啓蒙するという側面はのこっていた。階級を混在さ

せることも目指されたが、どちらかといえば中産階級とい

うよりは、低所得者向けの傾向は残っている。

都市的理念は顕著であった。各種公共施設が多く、

住戸についてもブルジョワ型やアトリエ型もあり、階級を

混在させ、バランスをとろうとした意志はうかがえる。

公共的介入という点では、19世紀末からの長い議論

と試行がやっと現実化したという位置づけである。しかし

両大戦問において、ドイツが200万戸の住居を供給した

同じ時期に、フランスでは20万戸にとどまったのであり、

成果や成功といっても控えめに考えねばならない。

本研究は、20世紀初頭のフランス田園都市の以上の

ような実態を明らかにした。

さらに既往研究との比較でいえば、本研究は、たとえ

ば吉田克己著『フランス住宅法の形成』(東大出版会)

という詳細で優れた研究の恩恵に浴している。しかし吉

田氏は19世紀から1928年のルシェール法制定までの

流れを「戸建持家路線の勝利」と位置づけている。ところ

が、本稿でくりかえし指摘したように、これら住宅供給の

法制度の確立をまって建設されたシュレンヌ市田園都

市は、戸建ではなく(低層であっても連続住宅である)中

層集合住宅が中心であり、持家ではなく賃貸であり、さ

らには中産階級というよりやはり勤労者向けであった。制

度と実態はっねに乖離している。本稿では、法制史的な

解釈が及ばない実態の紹介ができたと考える。

〈注〉

1吉田克己『フランス住宅法の形成』東京大学出
版会、1997年、251・411頁
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